
※この法令は廃止されています。

平成二十一年法務省令第五十四号

法務省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令

構造改革特別区域法（平成十四年法律第百八十九号）第二条第三項、第四条第九項及び第十項並びに別表第二十七号の規定に基づき、法

務省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令を次のように定

める。

（用語）

第一条　この省令で使用する用語は、構造改革特別区域法（平成十四年法律第百八十九号。以下「特区法」という。）、出入国管理及び難民

認定法（昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。）又は出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める

省令（平成二年法務省令第十六号。以下「基準省令」という。）で使用する用語の例による。

（技能実習生受入れ人数枠に係る基準省令の特例）

第二条　地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業である外国

人技能実習生受入れによる人材育成促進事業を実施することについて、次の各号のいずれにも該当するものと認めて、特区法第四条第九

項の規定による内閣総理大臣の認定（特区法第六条第一項の規定による変更の認定を含む。）を申請し、その認定を受けたときは、当該

認定の日以後は、本邦に上陸しようとする外国人（第一号に規定する特定の外国に居住する外国人に限る。）から本邦の公私の機関（当

該申請の際に地方公共団体が特定した機関で、第一号に規定する業種に属する事業を行い、かつ、外国人に対する研修又は技能実習を事

業として三年以上継続して適正に実施していたと認められるものに限る。）に受け入れられて技能実習に従事する活動を行うものとして、

入管法第六条第二項又は第七条の二第一項の申請があった場合には、当該外国人に係る基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の

項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十五号の規定の適用については、同号中「下欄に掲げる人数」とあるのは、「下欄に掲げ

る人数（同表五十人以下の項中「三人」とあるのは、「六人」とする。）」とする。

一　当該構造改革特別区域内に、特定の外国の経済及び産業の発展に必要とされる業種に属する事業を行う事業所（以下「技能実習対象

事業所」という。）が相当程度集積し、それが当該構造改革特別区域内における主たる産業であること。

二　当該構造改革特別区域内に所在する技能実習対象事業所と当該外国に所在する事業所との間における過去一年間の取引額が十億円以

上であること又は当該構造改革特別区域内に技能実習対象事業所を有する公私の機関の半数以上が当該外国に係る対外直接投資を行っ

ていること。

三　技能実習対象事業所において技能、技術又は知識（以下「技能等」という。）を修得する活動に従事した外国人で過去一年間に国籍

又は住所を有する国に帰国したもののほとんどが当該活動により本邦において修得した技能等を要する業務に従事していること。

四　当該構造改革特別区域内における求人倍率（特定の地域内に居住する求職者の数に対する当該地域内に所在する事業所に係る求人の

数の比率をいう。以下同じ。）が全国又は当該構造改革特別区域において、構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業

である外国人技能実習生受入れによる人材育成促進事業を実施することについて、設定された都道府県における求人倍率を上回るこ

と。

附　則

（施行期日）

第一条　この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法

の一部を改正する等の法律（平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。）附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日（平成

二十二年七月一日）から施行する。ただし、次条の規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（平成二十二年一月一日）

から施行する。

（経過措置）

第二条　改正法附則第六条に規定する在留資格認定証明書の交付については、この省令の施行前においても、この省令の規定を適用する。

第三条　第二条の規定の適用については、この省令の施行の日において現に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るため

の関係法律の整備に関する法律（平成二十三年法律第百五号）第十条の規定による改正前の構造改革特別区域法（平成十四年法律第百八

十九号）第四条第八項の規定により法務省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する告示の特例に関する措置及びその適用を受け

る特定事業を定める件（平成十五年法務省告示第四百五十三号）別表に掲げる外国人研修生受入れによる人材育成促進事業に係る構造改

革特別区域計画の認定を受けている地方公共団体は、この省令別表に掲げる外国人技能実習生受入れによる人材育成促進事業に係る構造

改革特別区域計画の認定を受けた地方公共団体とみなす。

附　則　（平成二三年一一月三〇日法務省令第三六号）

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の際現に、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（平成二十三

年法律第百五号。以下この項において「二次一括法」という。）第十条の規定による改正前の構造改革特別区域法（平成十四年法律第百

八十九号。以下この項において「特区法」という。）第四条第八項の規定による認定を受けている地方公共団体は、この省令による改正

後の特区省令第二条の規定の適用については、二次一括法第十条の規定による改正後の特区法第四条第九項の規定による認定を受けてい

るものとみなす。

附　則　（平成二四年九月二八日法務省令第三五号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二九年一一月一日法務省令第三四号）

この省令は、公布の日から施行する。
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